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(57)【要約】
【課題】流動媒体が排ガスに同伴して排出されてしまう
場合でも、新たな流動媒体を補充することなく炉内の差
圧を適正に維持することができる汚泥処理方法及び循環
流動層炉を備えた汚泥処理システムを提供する。
【解決手段】汚泥３を乾燥機２で乾燥処理した後、乾燥
汚泥４を循環流動層炉１０に投入して流動媒体と混合し
ながら燃焼させる汚泥処理方法において、乾燥機２にて
、含水率６０～３０％の乾燥汚泥４が得られるように乾
燥処理を行い、循環流動層炉１０に投入された該乾燥汚
泥４の少なくとも一部が、塊状の汚泥粒子となり流動媒
体とともに炉内を循環するようにした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　汚泥を乾燥機で乾燥処理した後、乾燥汚泥を循環流動層炉に投入して流動媒体と混合し
ながら燃焼させる汚泥処理方法において、
　前記乾燥機にて、含水率６０～３０％の乾燥汚泥が得られるように前記汚泥を乾燥処理
することにより、前記循環流動層炉に投入された該乾燥汚泥の少なくとも一部が、塊状の
汚泥粒子の状態で流動媒体とともに炉内を循環するようにしたことを特徴とする汚泥処理
方法。
【請求項２】
　前記汚泥の一部を前記乾燥機で乾燥処理した後、乾燥汚泥を前記循環流動層炉に投入し
、残りの汚泥を乾燥処理せずに前記循環流動層炉に直接投入し、これらの汚泥を前記循環
流動層炉にて同時に燃焼処理することを特徴とする請求項１記載の汚泥処理方法。
【請求項３】
　前記循環流動層炉の炉内差圧を検出し、該炉内差圧が、予め設定された適正範囲を超え
たときに、前記循環流動層炉から流動媒体を抜き出すことを特徴とする請求項１若しくは
２記載の汚泥処理方法。
【請求項４】
　前記循環流動層炉の炉内差圧を検出し、該炉内差圧が、予め設定された適正範囲を超え
たときに、前記循環流動層炉のライザ下部から流動媒体を抜き出し、
　該抜き出した流動媒体を粒径分離し、大径側粒子を前記循環流動層炉に返送することを
特徴とする請求項１若しくは２記載の汚泥処理方法。
【請求項５】
　汚泥を含水率６０～３０％となるように乾燥処理する乾燥機と、
　前記乾燥機からの乾燥汚泥が投入され、該乾燥汚泥を流動媒体と混合しながら燃焼させ
るとともに、該乾燥汚泥の少なくとも一部が塊状の汚泥粒子の状態で流動媒体とともに炉
内を循環する循環流動層炉と、を備えたことを特徴とする循環流動層炉を備えた汚泥処理
システム。
【請求項６】
　前記乾燥機は、前記循環流動層炉からの燃焼排ガスの廃熱を熱源としており、
　前記汚泥の一部を前記乾燥機に投入し、該乾燥機からの乾燥汚泥を前記循環流動層炉に
投入する経路と、他の汚泥を前記循環流動層炉に直接投入する経路とを設けたことを特徴
とする請求項５記載の循環流動層炉を備えた汚泥処理システム。
【請求項７】
　前記循環流動層炉のライザ下部から流動媒体を抜き出す流動媒体抜き出し手段と、前記
循環流動層炉のライザ炉頂部と炉底部の差圧を検出する炉内差圧検出手段と備え、
　前記炉内差圧検出手段にて検出された炉内差圧が、予め設定された適正範囲を超えたと
きに、前記流動媒体抜き出し手段によりライザ下部から流動媒体を抜き出すことを特徴と
する請求項５若しくは６記載の循環流動層炉を備えた汚泥処理システム。
【請求項８】
　前記動媒体抜き出し手段によりライザ下部から抜き出した流動媒体を粒径分離する分離
器を備え、該分離器により分離された大径側粒子を、前記循環流動層炉に返送する返送経
路を設けたことを特徴とする請求項７記載の循環流動層炉を備えた汚泥処理システム。
【請求項９】
　前記循環流動層炉のシールポット下部から流動媒体を抜き出す流動媒体抜き出し手段と
、前記循環流動層炉のライザ炉頂部と炉底部の差圧を検出する炉内差圧検出手段と備え、
　前記炉内差圧検出手段にて検出された炉内差圧が、予め設定された適正範囲を超えたと
きに、前記流動媒体抜き出し手段によりシールポット下部から流動媒体を抜き出すことを
特徴とする請求項５若しくは６記載の循環流動層炉を備えた汚泥処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、下水汚泥等の汚泥を乾燥機で乾燥処理した後、乾燥汚泥を循環流動層炉にて
流動媒体と混合しながら燃焼させる汚泥処理方法及び循環流動層炉を備えた汚泥処理シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、下水処理場、し尿処理場、廃水処理設備等から排出される汚泥の処理に、循環流
動層炉が多く用いられている。循環流動層炉は、ライザ底部から導入する一次空気により
汚泥と流動媒体とを混合しながら燃焼して飛散させ、該飛散した流動媒体を二次空気の導
入によりフリーボードへ同伴して排ガス中の未燃分を完全燃焼させ、燃焼排ガスからサイ
クロンにより流動媒体を分離し、ライザに返送して流動媒体を循環利用するものである。
このような循環流動層炉は、汚泥を瞬時に乾燥、焼却できるものであり、これにより流動
媒体を高温に維持して連続燃焼を可能としている。また、流動媒体が保有する熱容量が非
常に大きいため、停止時の放熱が少なく間欠運転にも適しており、さらに流動媒体の熱伝
導率が大きいため、下水汚泥のような含水率の高い被処理物にも好適に用いられる。
【０００３】
　このような循環流動層炉を備えた処理システムでは、含水率が高い汚泥を処理する場合
、汚泥を脱水、乾燥処理した後、循環流動層炉に投入して焼却処理していた。例えば特許
文献１（特開平１１－６３４５８号公報）には、脱水汚泥を乾燥機にて乾燥処理した後、
循環流動層炉に投入して焼却処理する方法が開示されている。
　また、特許文献２（特許第３７９０４３１号公報）には、循環流動層炉の上流側に乾燥
機が設けられ、循環流動層炉より排出される排ガス中の灰分を捕集して、該乾燥機に戻す
ようにした装置が開示されている。この装置は、循環流動層炉の燃焼排ガスの廃熱により
蒸気を生成し、この蒸気を乾燥機に導入して乾燥処理を行うようにしており、一般的に８
０～９０％の含水率を有する脱水汚泥を、７０～７５％程度の含水率まで低減するように
乾燥処理していた。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－６３４５８号公報
【特許文献２】特許第３７９０４３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記した従来の循環流動層炉では、流動媒体が流動に伴う破砕等により小さくなり、サ
イクロンから排ガス側に移行していた。その結果、炉内を循環する流動媒体が減少し、炉
内の差圧を適正範囲に維持することができなくなる。そこでこれを補充するために新しい
流動媒体を供給する必要が生じ、ランニングコストが増大してしまう。一方、排ガス処理
で捕集された飛灰から流動媒体を分離回収して炉内に戻す方法も提案されているが、流動
媒体と飛灰を分離することは困難であり、また手間がかかった。
　従って、本発明は上記従来技術の問題点に鑑み、流動媒体が排ガスに同伴して排出され
てしまう場合でも、新たな流動媒体を補充することなく炉内の差圧を適正に維持すること
ができる汚泥処理方法及び循環流動層炉を備えた汚泥処理システムを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで、本発明はかかる課題を解決するために、
　汚泥を乾燥機で乾燥処理した後、乾燥汚泥を循環流動層炉に投入して流動媒体と混合し
ながら燃焼させる汚泥処理方法において、
　前記乾燥機にて、含水率６０～３０％の乾燥汚泥が得られるように前記汚泥を乾燥処理
することにより、前記循環流動層炉に投入された該乾燥汚泥の少なくとも一部が、塊状の
汚泥粒子の状態で流動媒体とともに炉内を循環するようにしたことを特徴とする。
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【０００７】
　汚泥は乾燥すると水分が抜けて固定炭素分と灰分が中心に向けて集まる。含水率が６０
％～３０％の乾燥汚泥は、集まった固定炭素と灰分により強度が増すため、循環流動層炉
内に投入しても小粒径化し難くなり、流動媒体として作用することとなる。
　これに対して、含水率６０％以上の汚泥は、循環流動層炉に投入すると灰が集合しない
まま燃焼を開始するため、灰が崩れて小粒径化して流動媒体とはならず、サイクロンから
排ガス側へ移行してしまう。一方、含水率３０％以下の汚泥は、循環流動層炉に投入する
と直ぐに燃焼してしまい灰化するため流動媒体とはならない。
　そこで、本発明のように汚泥を含水率６０～３０％まで乾燥処理した後、循環流動層炉
に投入することにより、固定炭素分と灰分が塊状となった汚泥が流動媒体として作用する
ため、排ガスに同伴されて流動媒体が排出されても、新たに流動媒体を供給することなく
炉内差圧を一定の適正範囲に維持することが可能である。
【０００８】
　また、前記汚泥の一部を前記乾燥機で乾燥処理した後、乾燥汚泥を前記循環流動層炉に
投入し、残りの汚泥を乾燥処理せずに前記循環流動層炉に直接投入し、これらの汚泥を前
記循環流動層炉にて同時に燃焼処理することを特徴とする。
　循環流動層炉における乾燥機は、排ガスの廃熱を利用して乾燥処理を行うことが多く、
乾燥に使用できる熱量は限られている。従来の乾燥機を備えた循環流動層炉では、汚泥を
全量乾燥すると、その含水率は７０％前後までしか低減できず、造粒効果が期待できる含
水率には至らなかった。そこで本発明のように、汚泥を全量乾燥させずに、一部の汚泥の
みを乾燥することで含水率を上記範囲６０～３０％まで低減することができ、これにより
流動媒体となる灰を製造することが可能となった。
【０００９】
　さらに、前記循環流動層炉の炉内差圧を検出し、該炉内差圧が、予め設定された適正範
囲を超えたときに、前記循環流動層炉から流動媒体を抜き出すことを特徴とする。
　これは、含水率６０～３０％まで乾燥させた乾燥汚泥の投入により炉内の流動媒体が増
加することが考えられるため、これを炉内差圧で監視し、流動媒体が増加し過ぎた場合に
は炉下部から流動媒体を抜き出すことで炉内差圧を適正範囲まで下げることができ、安定
運転が可能となる。
【００１０】
　さらにまた、前記循環流動層炉の炉内差圧を検出し、該炉内差圧が、予め設定された適
正範囲を超えたときに、前記循環流動層炉のライザ下部から流動媒体を抜き出し、
　該抜き出した流動媒体を粒径分離し、大径側粒子を前記循環流動層炉に返送することを
特徴とする。
　ライザ下部より抜き出した流動媒体には、粒子径が大きいものや燃焼が完了していない
ものも含まれる。そこで、流動媒体を粒径分離し、未燃分を多く含む大径側粒子を循環流
動層炉に戻すことにより、未燃分発生量を低下することが可能となる。
【００１１】
　また、循環流動層炉を備えた汚泥処理システムにおいて、
　汚泥を含水率６０～３０％となるように乾燥処理する乾燥機と、
　前記乾燥機からの乾燥汚泥が投入され、該乾燥汚泥を流動媒体と混合しながら燃焼させ
るとともに、該乾燥汚泥の少なくとも一部が塊状の汚泥粒子の状態で流動媒体とともに炉
内を循環する循環流動層炉と、を備えたことを特徴とする。
　さらに、前記乾燥機は、前記循環流動層炉からの燃焼排ガスの廃熱を熱源としており、
　前記汚泥の一部を前記乾燥機に投入し、該乾燥機からの乾燥汚泥を前記循環流動層炉に
投入する経路と、他の汚泥を前記循環流動層炉に直接投入する経路とを設けたことを特徴
とする。
【００１２】
　また前記循環流動層炉のライザ下部から流動媒体を抜き出す流動媒体抜き出し手段と、
前記循環流動層炉のライザ炉頂部と炉底部の差圧を検出する炉内差圧検出手段と備え、
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　前記炉内差圧検出手段にて検出された炉内差圧が、予め設定された適正範囲を超えたと
きに、前記流動媒体抜き出し手段によりライザ下部から流動媒体を抜き出すことを特徴と
する。
　さらに、前記動媒体抜き出し手段によりライザ下部から抜き出した流動媒体を粒径分離
する分離器を備え、該分離器により分離された大径側粒子を、前記循環流動層炉に返送す
る返送経路を設けたことを特徴とする。
　さらにまた、前記循環流動層炉のシールポット下部から流動媒体を抜き出す流動媒体抜
き出し手段と、前記循環流動層炉のライザ炉頂部と炉底部の差圧を検出する炉内差圧検出
手段と備え、
　前記炉内差圧検出手段にて検出された炉内差圧が、予め設定された適正範囲を超えたと
きに、前記流動媒体抜き出し手段によりシールポット下部から流動媒体を抜き出すことを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　以上記載のごとく本発明によれば、汚泥を含水率６０～３０％まで乾燥処理した後、循
環流動層炉に投入することにより、固定炭素分と灰分が塊状となった乾燥汚泥が炉内で流
動媒体として作用するため、排ガスに同伴されて流動媒体が排出されても、新たに流動媒
体を供給することなく炉内差圧を一定の適正範囲に維持することが可能である。
　また、汚泥を全量乾燥処理せずに一部のみを乾燥することで、限られた熱源の中で含水
率を上記範囲６０～３０％まで低減することができ、これにより流動媒体となる灰を製造
することが可能となる。
　さらに、炉内差圧を監視し、流動媒体が増加し過ぎた場合にはライザ下部から流動媒体
を抜き出すことで炉内差圧を適正範囲まで下げることができ、安定運転が可能となる。
　さらにまた、ライザ下部より抜き出した流動媒体を粒径分離し、未燃分を多く含む大径
側粒子を循環流動層炉に戻すことにより、未燃分発生量を低下することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施例を例示的に詳しく説明する。但しこの実施
例に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載
がない限りは、この発明の範囲をそれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例に過ぎない
。
【実施例１】
【００１５】
　図１は、本実施例１に係る処理システムを示す全体構成図である。本実施例１は、脱水
汚泥を定量ずつ給送する圧送ポンプ１と、該圧送ポンプ１により給送された脱水汚泥３を
乾燥処理する乾燥機２と、該乾燥機２からの乾燥汚泥４が投入され、これを焼却処理する
循環流動層炉１０と、該循環流動層炉１０から排出される燃焼排ガスを処理する排ガス処
理設備とを備える。前記脱水汚泥は、下水処理場、し尿処理場、廃水処理設備等から排出
された汚泥を脱水したものであり、その含水率は８０～９０％程度である。
【００１６】
　前記循環流動層炉１０は、炉底に充填されたけい砂等の流動媒体が流動化して得られる
流動層１１ａとその上方に位置するフリーボード１１ｂからなるライザ１１と、該ライザ
１１の上部に接続され、フリーボード１１ｂから吹き上げられた流動媒体を捕集するとと
もに、流動媒体を分離した排ガスを煙道２１へ排出するサイクロン１４と、ダウンカマー
１５を介してサイクロン１４に接続され、炉内未燃ガスのサイクロン１４への吹き抜けを
防止するシールポット１６と、シールポット１６に貯留された流動媒体をライザ１１に返
送する流動媒体戻し管１７と、を主要構成とする。
【００１７】
　ライザ１１の底部には一次空気導入口１３が設けられ、該一次空気導入口１３から導入
される一次空気により流動媒体を流動化し、流動層１１ａを形成している。該流動層１１
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ａ上方のライザ炉壁には、二次空気導入口（図示略）が設けられ、ここから導入される二
次空気によりフリーボード１１ｂの筒速が維持されるとともに、燃焼排ガス中の未燃分が
燃焼される。
　前記ライザ１１の流動層１１ａ上方には、汚泥投入手段１２が設けられる。該汚泥投入
手段１２は、汚泥投入ホッパより受け入れた脱水汚泥を、供給フィーダにより適宜量ずつ
炉内に投入する構成を備える。
【００１８】
　また循環流動層炉１０は、流動媒体を炉内に供給する流動媒体供給手段と、必要に応じ
て、脱硫材を炉内に投入する脱硫材投入手段とを備えている。該流動媒体供給手段及び脱
硫材投入手段は、流動媒体の循環系であればどこに設置してもよいが、好適には、前記脱
硫材投入手段は、ライザ１１の二次空気導入口より下方側に設置させ、流動媒体供給手段
はシールポット１５側に位置させる。前記脱硫材投入手段にて炉内に投入する脱硫材は、
例えば、石灰石（ＣａＣＯ３）や消石灰（Ｃａ（ＯＨ）２）、ドロマイト（ＣａＣＯ３・
ＭｇＣＯ３）等が用いられる。
【００１９】
　前記排ガス処理設備は、空気予熱器２２と、廃熱ボイラ２３と、ガス冷却塔２４と、バ
グフィルタ２５とが直列に配設された構成を有する。
　前記空気予熱器２２は、押込ファン２８により導入される空気とサイクロン１４からの
燃焼排ガスとを熱交換し、一次空気又は二次空気の予熱を行なう。予熱された一次空気は
、前記一次空気導入口１３より炉内に導入される。
　前記廃熱ボイラ２３は、燃焼排ガスにより給水３１を加熱して蒸気を生成する。生成さ
れた蒸気３２は乾燥機２に供給される。該乾燥機２は、汚泥のような粘凋質の物質を、蒸
気を使って間接的に乾燥するのに有効で、廃熱ボイラ２３で生成された蒸気３２を熱媒体
として乾燥する。乾燥機２で用いられた蒸気は、水３３に凝縮されて給水３１とともに廃
熱ボイラ２３に戻される。尚、前記乾燥機２は、外部熱源を利用して脱水汚泥を乾燥処理
する構成としてもよい。
【００２０】
　前記ガス冷却塔２４は、冷却水との熱交換により燃焼排ガスを冷却する。前記バグフィ
ルタ２５は、冷却された排ガス中の飛灰を捕集して除去する装置である。燃焼排ガスはバ
グフィルタ２６の後段に設置された誘引ファン２６により上記した排ガス処理設備を通過
した後、煙突２７より系外へ排出される。
　尚、排ガス処理設備は、上記した構成に限定されるものではなく、適宜必要とされる装
置を選択して構成する。別の構成例として、例えば空気予熱器と、廃熱ボイラと、セラミ
ックフィルタとが直列に配設された構成がある。このように、本実施形態に適用される排
ガス処理設備において、その装置構成は特に限定されない。
【００２１】
　上記構成を備えた処理システムにおいて、本実施例１では、乾燥機２にて脱水汚泥３を
６０～３０％の含水率となるまで乾燥処理するようにしている。
　汚泥は乾燥すると水分が抜けて固定炭素分と灰分が中心に向けて集まる。含水率が６０
％以下になると、集まった固定炭素と灰分により強度が増すため、循環流動層炉１０内に
投入しても小粒径化し難くなり、流動媒体として作用することとなる。即ち、上記含水率
範囲まで乾燥処理した汚泥は、循環流動層炉１０内にて１５０μｍ以上の径を有したまま
、炉内を循環する。
【００２２】
　図４に、汚泥の加熱試験結果を示す。これは、図５に示す試験装置にて、汚泥を加熱し
ていった時の汚泥重量、温度等の変化を測定したグラフである。この試験装置にて、容器
１０３に入れた汚泥１１０を電気炉１０１内に設置し、ヒータ１０２により炉内を加熱し
て汚泥を乾燥させ、重量測定計１０４により汚泥の重量変化を測定するとともに、温度検
出計（図示略）により汚泥温度を検出した。その他、ＣＯ濃度等のデータも測定している
。
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　図４において、乾燥領域では、図中写真に見られるように汚泥が黒い塊状となっており
、加熱し続けると、次第にこの黒い塊状の汚泥は中心に向けて集まって小さくなっていく
。尚、乾燥領域以降は汚泥の燃焼領域である。また、図中写真は、図５の矢印Ａ方向から
撮影した写真である。
【００２３】
　これに対して、含水率６０％以上の汚泥は、循環流動層炉１０に投入すると、灰が集合
しないまま燃焼を開始するため、灰が崩れて小粒径化して流動媒体とならず、サイクロン
１４から排ガス側へ移行してしまう。汚泥の灰自体は極めて小さく、２０μ程度であるた
め、炉内を循環することはない。一方、含水率３０％以下の汚泥は、循環流動層炉１０に
投入すると直ぐに燃焼してしまい塊状とならず、微細な灰化してしまうため流動媒体には
ならない。
【００２４】
　そこで、本実施例１のように脱水汚泥３を含水率６０～３０％まで乾燥処理した後、循
環流動層炉１０に投入することにより、固定炭素分と灰分が塊状となった汚泥が流動媒体
として作用するため、排ガスに同伴されて流動媒体が排出されても、新たに流動媒体を供
給することなく炉内差圧を一定の適正範囲に維持することが可能である。
【実施例２】
【００２５】
　図２に、本実施例２に係る処理システムの全体構成図を示す。以下、実施例２及び実施
例３において、上記した実施例１と同様の構成については、その詳細な説明を省略する。
　本実施例２では、脱水汚泥を循環流動層炉１０に投入する際、脱水汚泥をそのまま循環
流動層炉１０に投入する経路（脱水汚泥５）と、脱水汚泥を乾燥機２に給送した後、乾燥
機２から循環流動層炉１０に投入する経路（脱水汚泥３－乾燥汚泥４）とを設けた構成と
している。そして、脱水汚泥の一部３を乾燥機２に導入して乾燥処理し、乾燥汚泥４とし
て循環流動層炉１０に投入するとともに、残りの脱水汚泥５は乾燥処理せずにそのまま循
環流動層炉１０に投入する。このとき、乾燥機２に給送する脱水汚泥の量は、廃熱ボイラ
２３で回収された熱により、含水率６０～３０％まで乾燥可能な量とすることが好ましい
。
【００２６】
　循環流動層炉１０における乾燥機２は、排ガスの熱を利用して乾燥処理を行うことが多
く、乾燥に使用できる熱量は限られている。従来の乾燥機を備えた循環流動層炉１０では
、汚泥を全量乾燥すると、その含水率は７０％前後までしか低減できず、造粒効果が期待
できる含水率には至らなかった。
　そこで本実施例２のように、汚泥を全量乾燥処理せずに、一部を乾燥することで含水率
を６０～３０％まで低減することができ、これにより流動媒体となる灰を製造することが
可能となった。
【実施例３】
【００２７】
　図３に、本実施例３に係る処理システムの全体構成図を示す。本実施例３は、上記した
実施例１又は実施例２の構成に組み合わせて用いられる。図３には、一例として実施例１
と組み合わせた構成を示す。
　本実施例３は、ライザ１１の底部に流動媒体抜き出し部１８を設けて、この抜き出し部
１８に、開閉自在なバルブ（図示略）を設けている。さらに、ライザ１１の底部と頂部に
圧力計３５、３６を夫々設けている。そして、コントローラ３７により、圧力計３５、３
６にて検出された炉内差圧を監視し、該検出された炉内差圧が、予め設定される適正範囲
を超えたときに、前記バルブを開放して流動媒体抜き出し部１８より流動媒体を抜き出す
。
　これは、含水率６０～３０％まで乾燥させた乾燥汚泥により炉内の流動媒体量が増加す
ることが考えられるため、これを炉内差圧で監視し、流動媒体が増加し過ぎた場合にはラ
イザ下部から流動媒体を抜き出すことで炉内差圧を適正範囲まで下げることができ、安定
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【００２８】
　また、ライザ１１下部より抜き出した流動媒体（汚泥を含む）を粒径分離する流動媒体
分離器１９を設ける。この流動媒体分離器１９は、篩分けにより分離する構成が好ましく
、この場合、篩目を４～１５ｍｍに設定するとよい。そして篩い上に残った流動媒体を循
環流動層炉１０内に戻すようにする。篩目を通過した流動媒体は、流動媒体ホッパ２９に
貯留しておく。
　ライザ１１下部より抜き出した流動媒体には、粒子径が大きいものや燃焼が完了してい
ないものも含まれる。そこで、篩分けによって粒径分離することにより、未燃分を多く含
む汚泥粒子が篩上に残る。これを循環流動層炉１０に戻すことにより、未燃分発生量を低
下することが可能となる。
【００２９】
　さらに、シールポット１６下部に流動媒体抜き出し部３７を設けてもよい。シールポッ
ト１６に存在する粒子は、ライザ１１にて吹き上げられた粒子であるため、粒子径は小さ
い。よって、シールポット１６から粒子を抜き出すことで未燃分を抜き出すことがなくな
る。未燃分を含む粒子径の大きいものは、ライザ１１側で小さくなるまで流動する。これ
により、流動媒体が増加したときに、シールポット１６下部から流動媒体を抜き出すこと
により未燃分の抜き出しを防止できる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明によれば、流動媒体が排ガスに同伴して排出されてしまう場合でも、新たな流動
媒体を補充することなく炉内の差圧を適正に維持し、安定運転が可能であるため、下水汚
泥、し尿処理汚泥、廃水処理汚泥等の各種汚泥を処理する循環流動層炉を備えたシステム
全般に好適に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施例１に係る処理システムの全体構成図である。
【図２】本発明の実施例２に係る処理システムの全体構成図である。
【図３】本発明の実施例３に係る処理システムの全体構成図である。
【図４】汚泥の加熱試験結果を示す図である。
【図５】加熱試験装置を示す概略図である。
【符号の説明】
【００３２】
２　　乾燥機
３、５　脱水汚泥
４　　乾燥汚泥
１０　循環流動層炉
１１　ライザ
１４　サイクロン
１５　シールポット
１８、３７　流動媒体抜き出し部
１９　流動媒体分離器
２２　空気予熱器
２３　廃熱ボイラ
２４　ガス冷却塔
２５　バグフィルタ
３５、３６　圧力計
３７　コントローラ
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